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福祉サポー トまちだ (電話 :042-720-9461)

オンライン相談も実施 しております。ORコ ー ドはこちら ⇒

第 5期市民後見人育成研修 受講者募集

町田市では、市民感覚・市民目線を大切にし、本人の気持ちに寄 り添い

ながら、きめ細やかな後見活動を行う市民ボランティアである

「市民後見人」を育成しています。

社会貢献に意欲のある方、オリエンテーション参加の

申込は、福祉サポー トまちだ (電話 :042-720-9461)まで。

動画配信での参加申込は ORコ ー ドからお申込み下さい ⇒

制度について知りたい、相談 したい方

このチラシに関するお問い合わせ

町田市福祉総務課 電話 :042-724-2537 Fax:050-3101-0928


